
新潟県 新発田市 本丸中学校区 （通学路合同点検 要対策箇所）  

学校区域図 

しばた ほんまる 

＜要対策箇所図作成要領＞ 

記載例と以下を参考に、各学校毎に原則１枚で作成願います。 

○危険箇所図 

 ・学校、地元警察署等と合同点検を行った結果、道路管理者が何らかの対策を講

ずることが必要な箇所（＝要対策箇所）のうち、対策メニューが決まっている箇所

を全て図示し、危険箇所の内容と対策メニュー【実施者】を記入してください（必要

に応じて、写真※を掲載して下さい）。 

  ※対策案として以下の関係施策と連携が考えられる箇所は写真は必須とします。 

    ①自転車通行空間の整備 

    ②無電柱化 

    ③踏切道の整備 

    ④バス停およびバス停周辺の整備 

 ・学校指定の通学路を赤点線で図示して下さい 

  （道路網がわかるよう、太さには配慮して下さい） 

 ・細街路も図示されるよう、図面のスケールに配慮して下さい。 

 ・以下については必ず図示して下さい。 

  ①方位、②スケール、③至○○、④その他説明に必要な事項（道路名等） 

 ・学校は目立つように青書きとして下さい。 

 

○学校区域図 

 ・該当小学校の学校区域全体を図示し、危険箇所図の範囲を赤で囲んで下さい。 

 ※作成にあたっては以下のサイト等を活用して下さい。 

  学校教育情報サイト「Gaccom」  http://www.gaccom.jp/ 

  →該当する学校を選択し、”通学区域”を図示 

 

○その他 

 ・標題は○県 ■市（×町） △小学校校区 （通学路緊急合同点検 要対策箇所）

として下さい。  

 ・対策検討メンバーを主体別に記載して下さい。 

 ・難解な地名等は必要に応じてルビを振って下さい。 

：要対策箇所 

：通学路（学校指定） 

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課 

至 新潟市 

国
道
7
号
線 

本丸中学校 

至 胎内市 

 交通量が多いにもかか
わらず道路も狭く歩道っ
も無い。 

＜対策メニュー＞ 
 歩道の整備(新発田市) 
 
【平成27年度から年次的
に歩道整備を行ってい
る。】 

 交通量が多いにもかか
わらず道路も狭く歩道っ
も無い。 

＜対策メニュー＞ 

 当該道路を含む区域
にゾーン３０の交通規
制を新設(新発田警察
署) 

 

【平成27年度に設置済
み】 

http://www.gaccom.jp/


新潟県 新発田市 猿橋中学校区 （通学路合同点検 要対策箇所）  

学校区域図 

しばた さるはし 

＜要対策箇所図作成要領＞ 

記載例と以下を参考に、各学校毎に原則１枚で作成願います。 

○危険箇所図 

 ・学校、地元警察署等と合同点検を行った結果、道路管理者が何らかの対策を講

ずることが必要な箇所（＝要対策箇所）のうち、対策メニューが決まっている箇所

を全て図示し、危険箇所の内容と対策メニュー【実施者】を記入してください（必要

に応じて、写真※を掲載して下さい）。 

  ※対策案として以下の関係施策と連携が考えられる箇所は写真は必須とします。 

    ①自転車通行空間の整備 

    ②無電柱化 

    ③踏切道の整備 

    ④バス停およびバス停周辺の整備 

 ・学校指定の通学路を赤点線で図示して下さい 

  （道路網がわかるよう、太さには配慮して下さい） 

 ・細街路も図示されるよう、図面のスケールに配慮して下さい。 

 ・以下については必ず図示して下さい。 

  ①方位、②スケール、③至○○、④その他説明に必要な事項（道路名等） 

 ・学校は目立つように青書きとして下さい。 

 

○学校区域図 

 ・該当小学校の学校区域全体を図示し、危険箇所図の範囲を赤で囲んで下さい。 

 ※作成にあたっては以下のサイト等を活用して下さい。 

  学校教育情報サイト「Gaccom」  http://www.gaccom.jp/ 

  →該当する学校を選択し、”通学区域”を図示 

 

○その他 

 ・標題は○県 ■市（×町） △小学校校区 （通学路緊急合同点検 要対策箇所）

として下さい。  

 ・対策検討メンバーを主体別に記載して下さい。 

 ・難解な地名等は必要に応じてルビを振って下さい。 

：要対策箇所 

：通学路（学校指定） 

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課 

至
 
新
潟
市
 

猿橋中学校 

・道路が狭いうえに側溝
に蓋が掛っていない。
自動車を避けた子供が
側溝に落ちるケースが
あった。 

・幼稚園の前で歩道が途
切れている。 

＜対策メニュー＞ 

・視線誘導的なライン設
置等の安全対策を行う。
(新発田市) 

＜対策メニュー＞ 

 落蓋型の側溝へ整備
を行う。(新発田市) 

 

【平成29年度から年次的
に整備を行う。】 

県道新発田停車場線 至 新発田駅 

http://www.gaccom.jp/


新潟県 新発田市 外ヶ輪小学校区 （通学路合同点検 要対策箇所）  

学校区域図 

しばた とがわ 

＜要対策箇所図作成要領＞ 

記載例と以下を参考に、各学校毎に原則１枚で作成願います。 

○危険箇所図 

 ・学校、地元警察署等と合同点検を行った結果、道路管理者が何らかの対策を講

ずることが必要な箇所（＝要対策箇所）のうち、対策メニューが決まっている箇所

を全て図示し、危険箇所の内容と対策メニュー【実施者】を記入してください（必要

に応じて、写真※を掲載して下さい）。 

  ※対策案として以下の関係施策と連携が考えられる箇所は写真は必須とします。 

    ①自転車通行空間の整備 

    ②無電柱化 

    ③踏切道の整備 

    ④バス停およびバス停周辺の整備 

 ・学校指定の通学路を赤点線で図示して下さい 

  （道路網がわかるよう、太さには配慮して下さい） 

 ・細街路も図示されるよう、図面のスケールに配慮して下さい。 

 ・以下については必ず図示して下さい。 

  ①方位、②スケール、③至○○、④その他説明に必要な事項（道路名等） 

 ・学校は目立つように青書きとして下さい。 

 

○学校区域図 

 ・該当小学校の学校区域全体を図示し、危険箇所図の範囲を赤で囲んで下さい。 

 ※作成にあたっては以下のサイト等を活用して下さい。 

  学校教育情報サイト「Gaccom」  http://www.gaccom.jp/ 

  →該当する学校を選択し、”通学区域”を図示 

 

○その他 

 ・標題は○県 ■市（×町） △小学校校区 （通学路緊急合同点検 要対策箇所）

として下さい。  

 ・対策検討メンバーを主体別に記載して下さい。 

 ・難解な地名等は必要に応じてルビを振って下さい。 

：要対策箇所 

：通学路（学校指定） 

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課 

至 新潟市 

国
道
7
号
線 

外ヶ輪小学校 

至 胎内市 

 歩道が狭く、側溝の蓋に
隙間・段差が出来ていて
危険。 市

道
新
発
田
駅
外
ヶ
輪
線 

＜対策メニュー＞ 

 危険な箇所から修繕を
行う。(新発田市) 

 見通しが悪く飛び出しが
多く危険。 

＜対策メニュー＞ 
 平成26年度に地区の

ごみ集積場の移設、柵
の新設等対策済み。
学校で注意喚起をお
願いする。(新発田市) 

http://www.gaccom.jp/

